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○国立市企業誘致促進条例施行規則 

平成20年10月31日規則第31号 

改正 

平成21年４月１日規則第19号 

平成21年６月１日規則第24号 

平成21年７月９日規則第27号 

平成21年10月15日規則第34号 

平成25年３月29日規則第22号 

平成26年1月17日規則第１号 

国立市企業誘致促進条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、国立市企業誘致促進条例（平成20年国立市条例第16号。以下「条例」という。）

の施行について、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。 

（指定申請） 

第３条 条例第４条第１項に規定する指定企業の指定を受けようとする者は、国立市指定企業指定

申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、添付

書類について、市長が必要がないと認めるときは、これを省略することができる。 

(１) 法人登記事項証明書（個人にあっては住民票）の写し 

(２) 定款又は規約 

(３) 事業計画の概要書 

(４) 事業施設の位置及び配置が分かる図面 

(５) 事業施設の建設計画概要書及び概要図 

(６) 事業施設の工事請負契約の概算額が分かる書類 

(７) 事業用地又は事業施設の売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し又は登記簿謄本 

(８) 投下固定資産額の明細又はその予定額を記載した書類 

(９) 当該事業施設において予定される常用雇用者及び総雇用者数を記載した書類 

(10) 過去３年分の決算及び連結決算（個人にあっては確定申告）の状況を記載した書類 

(11) 過去３年分の法人市民税（個人にあっては市民税）、固定資産税及び都市計画税の納税証
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明書の写し 

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 条例第４条第２項に規定する指定企業誘致協力者の指定を受けようとする者は、国立市指定企

業誘致協力者指定申請書（第２号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならな

い。ただし、添付書類について、市長が必要がないと認めるときは、これを省略することができ

る。 

(１) 法人登記事項証明書（個人にあっては住民票）の写し 

(２) 事業用地又は事業用建物の賃貸借を証する書類 

(３) 過去３年分の法人市民税（個人にあっては市民税）、固定資産税及び都市計画税の納税証

明書の写し 

(４) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（企業等の指定） 

第４条 市長は、前条第１項に規定する申請があったときは、遅滞なく条例第６条に規定する国立

市誘致企業審査委員会（以下「審査委員会」という。）に諮問し、その答申を踏まえ、指定企業

として指定するときは、国立市指定企業指定通知書（第３号様式）により当該申請者に通知する

とともに国立市指定企業指定証（第３号様式の２）を交付し、指定しないときは、国立市指定企

業不指定通知書（第４号様式）により当該申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前条第２項に規定する申請があったときは、遅滞なく審査委員会の審査を経て、その

結果を踏まえ、指定企業誘致協力者として指定するときは、国立市指定企業誘致協力者指定通知

書（第５号様式）により当該申請者に通知するとともに国立市指定企業誘致協力者指定証（第５

号様式の２）を交付し、指定しないときは、国立市指定企業誘致協力者不指定通知書（第６号様

式）により当該申請者に通知するものとする。 

３ 第１項の指定に関する事項の審査の基準は、別表第１に掲げる内容を評価項目とし、別表第２

に掲げる審査基準によるものとする。 

４ 第２項の指定に関する事項の審査の基準は、賃貸先の指定企業の指定ランクに応じて、それぞ

れ別表第３に掲げるランクによるものとする。 

（指定に係る事業施設の産業誘導地域外の適用） 

第５条 事業施設の立地が産業誘導地域外であっても、産業誘導地域内の既存の事業用建物と用途

上分離できないと市長が認めるときは、条例第４条に規定する指定を受けることができる。 

（指定に係る立地の時期等） 
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第６条 条例第４条の規定により指定を受けることができる企業等は、平成20年11月１日以後に立

地した企業又は当該立地に係る事業用地若しくは事業用建物の所有者とする。 

（業種） 

第７条 条例第５条第１項第２号に規定する事業の業種は、次の各号に掲げる事業に応じて、それ

ぞれ当該各号に定めるものとする。 

(１) 製品の製造、加工又は修理に係る事業 日本標準産業分類（平成25年総務省告示第405号。

以下「産業分類」という。）において大分類Ｅ―製造業に分類される事業 

(２) 情報通信に係る事業 産業分類において大分類Ｇ―情報通信業に分類される事業 

(３) 卸売に係る事業 産業分類において大分類Ⅰ―卸売業、小売業に分類されるもののうち卸

売業で、かつ、従業者が常時100人以上の事業 

(４) 開発研究等を行う事業 産業分類において大分類Ｌ―学術研究、専門・技術サービス業の

うち中分類71―学術・開発研究機関に分類される事業 

（審査委員会） 

第８条 審査委員会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、審査委員会を代表し、会務を主宰する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

５ 審査委員会は、会長が招集し、議長となる。 

６ 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

７ 審査委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことが

できる。 

８ 審査委員会の庶務は、生活環境部産業振興課において処理する。 

（協力金等の対象） 

第９条 条例第７条第１項に規定する協力金等の対象となる固定資産税等納税額に係る固定資産は、

次に掲げる事業用地、事業用建物及び償却資産とする。 

（１）指定企業が立地を目的として新たに取得した事業用地 

（２）指定企業誘致協力者が立地を目的として賃貸する事業用地であって、当該賃貸前に農地、住

宅用地又は事業の用に供していない用地であったもの 

（３）指定企業又は指定企業誘致協力者が立地を目的として新たに建設した事業用建物 

（４）指定企業が立地を目的として新たに取得した事業用建物 
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（５）指定企業又は指定企業誘致協力者が立地を目的として新たに購入し、所有する償却資産であ

って、直接事業の用に供すると市長が認めたもの 

２ 指定企業又は指定企業誘致協力者が事業用建物を建設することを目的に先行して取得した事 

業用地で協力金の対象となるものは、当該事業用地に取得後５年以内に事業用建物を建設したもの 

とする。 

（協力金等の交付額及び交付期間） 

第10条 条例第７条第１項第１号に規定するまちづくり協力金の交付額及び交付期間は、指定企業

の指定ランクに応じて、それぞれ別表第４に定めるとおりとする。 

２ 市長は、指定企業が投下固定資産の取得を目的に金融機関から資金の融資を受けたときは、条

例第７条第１項第２号の規定により、指定企業に対し、固定資産税等納税額の20％以内で、まち

づくり協力金の交付期間に準じて、事業開始の翌年度から当該融資に係る１年分の利子支払額の

全部又は一部を補給することができる。 

３ 条例第７条第１項第３号に規定する企業立地協力金の交付額及び交付期間は、指定企業誘致協

力者の指定ランクに応じて、それぞれ別表第５に定めるとおりとする。 

（協力金等の交付申請及び請求） 

第11条 条例第８条第１項の規定による申請は、協力金等の対象となった固定資産に対し初めて課

された固定資産税等を納付した年度の翌年度に、次の各号に掲げる協力金等の区分に応じて、そ

れぞれ当該各号に定める申請書に、それぞれ別表第６に定める書類を添えて、市長に提出するも

のとする。ただし、添付書類について、市長が必要がないと認めるときは、これを省略すること

ができる。 

(１) まちづくり協力金 まちづくり協力金交付申請書（第７号様式） 

(２) 利子補給金 利子補給金交付申請書（第８号様式） 

(３) 企業立地協力金 企業立地協力金交付申請書（第９号様式） 

２ 市長は、条例第８条第２項により協力金等の交付を決定したときは、次の各号に掲げる協力金

等の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める通知書により当該申請者に通知するものとする。 

(１) まちづくり協力金 まちづくり協力金交付決定通知書（第10号様式） 

(２) 利子補給金 利子補給金交付決定通知書（第11号様式） 

(３) 企業立地協力金 企業立地協力金交付決定通知書（第12号様式） 

３ 市長は、条例第８条第２項により協力金等の不交付を決定したときは、次の各号に掲げる協力

金等の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める通知書により当該申請者に通知するものとする。 
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(１) まちづくり協力金 まちづくり協力金不交付決定通知書（第13号様式） 

(２) 利子補給金 利子補給金不交付決定通知書（第14号様式） 

(３) 企業立地協力金 企業立地協力金不交付決定通知書（第15号様式） 

４ 指定企業及び指定企業誘致協力者は、第２項の規定による通知があったときは、当該通知書を

受け取った日から30日以内に、市長に対し、協力金等交付請求書（第16号様式）により協力金等

を請求するものとする。 

（変更の届出等） 

第12条 条例第９条の規定による届出等は、当該事由が発生した日から14日以内に、次の各号に掲

げる場合に応じて、それぞれ当該各号に定める届に変更内容等を示す書類を添えて、市長に提出

するものとする。 

(１) 指定企業が条例第９条第１項第１号又は第２号に該当するとき 国立市指定企業承認事項

変更届（第17号様式） 

(２) 指定企業誘致協力者が条例第９条第１項第１号又は第２号に該当するとき 国立市指定企

業誘致協力者承認事項変更届（第18号様式） 

(３) 指定企業が事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止・廃止届（第19号様式） 

２ 市長は、条例第９条第２項の規定により変更を承認したときは、変更承認通知書（第20号様式）

により当該届出者に通知するものとする。 

 （指定期間等） 

第13条  条例第10条第１項第４号に規定する規則で定める期間は、指定企業の指定ランクに応じ

て別表第７に定めるとおりとする。 

（指定の取消等） 

第14条 市長は、条例第10条第１項の規定により指定又は協力金等の交付の決定を取り消したとき

は、指定又は協力金等交付決定の取消通知書（第21号様式）により当該指定企業又は指定企業協

力者に通知するものとする。 

２ 市長は、条例第10条第２項の規定による協力金等の返還は、指定期間内に交付決定が取り消さ

れた場合に限り行うことができるものとし、その額は、指定企業の指定ランクに応じて、それぞ

れ別表第８に定めるとおりとする。 

３ 前項の規定により協力金等の返還命令は、協力金等返還命令書（第22号様式）により行うもの

とする。 

（承継の届出等） 
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第15条 条例第11条に規定する指定企業及び指定企業誘致協力者の地位を承継しようとする者は、

指定承継届（第23号様式）に承継の事実を証する書類を添えて、速やかに市長に提出しなければ

ならない。 

２ 市長は、前項に規定する届出を受理したときは、速やかに審査し、必要に応じ調査等を行い、

適当と認めるときは、指定承継承認通知書（第24号様式）により当該届出者に通知するものとす

る。 

（委任） 

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

この規則は、平成20年11月１日から施行する。 

付 則（平成21年４月１日規則第19号） 

この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

付 則（平成21年６月１日規則第24号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の国立市企業誘致促進条例施行規則の規定は、平成21

年５月１日から適用する。 

付 則（平成21年７月９日規則第27号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成21年10月15日規則第34号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の国立市企業誘致促進条例施行規則の規定は、平成21

年５月１日から適用する。 

付 則（平成25年３月29日規則第22号抄） 

この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

付 則（平成26年１月14日規則第１号抄） 

１ この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

２ 改正後の国立市企業誘致促進条例施行規則は、この規則の施行の日以後に行う申請により指定

を受ける指定企業及び指定企業誘致協力者について適用し、同日前に行った申請により指定を受

ける指定企業及び指定企業誘致協力者については、なお従前の例による。 

 

別表第１（第４条関係） 
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評価項目 内容 

１ 事業内容 

①優良性 

②市民の生活に及ぼす影響 

③地域経済活性化に及ぼす影響 

④市民の地域活動等に及ぼす影響 

２ 企業 経営状況 

別表第２（第４条関係） 

  

ランク 審査基準 

特Ａ 全て大変優れている 

Ａ おおむね大変優れている 

Ｂ 全て優れている 

Ｃ おおむね優れている 

Ｄ 一部優れている 

Ｅ 優れているところがない 

別表第３（第４条関係） 

  

ランク 賃貸先の指定企業の指定ランク 

特Ａ 特Ａ 

Ａ Ａ 

Ｂ Ｂ 

Ｃ Ｃ 

Ｄ Ｄ 

Ｅ Ｅ 

別表第４（第１０条関係） 

  

指定 

ランク 
交付額 交付期間 

特Ａ 固定資産税等納税額の80％ 納税開始の翌年度から５年間 
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Ａ 固定資産税等納税額の60％ 納税開始の翌年度から５年間 

Ｂ 固定資産税等納税額の50％ 納税開始の翌年度から４年間 

Ｃ 固定資産税等納税額の50％ 納税開始の翌年度から３年間 

Ｄ 固定資産税等納税額の20％ 納税開始の翌年度から３年間 

Ｅ ― ― 

備考 納税開始の翌年度とは、まちづくり協力金の対象となった固定資産に対し初めて課された

固定資産税等を納付した年度の翌年度をいう。 

別表第５（第１０条関係） 

  

指定 

ランク 
交付額 交付期間 

特Ａ 固定資産税等納税額の80％ 納税開始の翌年度から５年間 

Ａ 固定資産税等納税額の60％ 納税開始の翌年度から５年間 

Ｂ 固定資産税等納税額の50％ 納税開始の翌年度から４年間 

Ｃ 固定資産税等納税額の50％ 納税開始の翌年度から３年間 

Ｄ 固定資産税等納税額の20％ 納税開始の翌年度から３年間 

Ｅ ― ― 

備考 納税開始の翌年度とは、まちづくり協力金の対象となった固定資産に対し初めて課された

固定資産税等を納付した年度の翌年度をいう。 

別表第６（第１１条関係） 

  

協力金等の種類 提出書類 

まちづくり協力金 

(１) 前年度の固定資産税及び都市計画税の納税証明書の写し 

(２) 法人市民税の納税証明書の写し 

(３) 当該事業施設の常用雇用者に係る雇用保険者証の写し 

(４) その他市長が必要と認める書類 

利子補給金 

(１) 金融機関と締結した金銭消費貸借契約書の写し 

(２) 約定利子支払額の分かる書類 

(３) その他市長が必要と認める書類 
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企業立地協力金 

(１) 前年度の固定資産税及び都市計画税の納税証明書の写し 

(２) 市民税の納税証明書の写し 

(３) その他市長が必要と認める書類 

別表第７（第１３条関係） 

 

指定ランク 指定期間 

特Ａ 納税開始の翌年度から１０年間 

Ａ 納税開始の翌年度から１０年間 

Ｂ 納税開始の翌年度から８年間 

Ｃ 納税開始の翌年度から６年間 

Ｄ 納税開始の翌年度から６年間 

Ｅ ― 

備考 納税開始の翌年度とは、まちづくり協力金の対象となった固定資産に対し初めて課された

固定資産税等を納付した年度の翌年度をいう。 

別表第８（第１４条関係） 

 

交付決定の取り消しの時期 返還額 

協力金等交付期間内 交付総額の全額 

協力金等交付期間満了後１年目 交付総額の８０％ 

協力金等交付期間満了後２年目 交付総額の６０％ 

協力金等交付期間満了後３年目 交付総額の５０％ 

協力金等交付期間満了後４年目 交付総額の３０％ 

協力金等交付期間満了後５年目 交付総額の２０％ 

 

様式（省略） 


